
【運営規定、重要事項説明書・別紙１】
4．利用料金　（1）料金および費用　：　基本料金（厚生労働大臣及び横浜市の定める基準による）
◎訪問介護をご利用の方

①（身体介護が中心の場合） ②（生活援助が中心の場合）

サービス内容 提供時間 単位数
利用基本料

（10割）
自己負担
額（1割）

自己負担
額（2割）

自己負担
額（3割） サービス内容 提供時間 単位数

利用基本料
（10割）

自己負担
額（1割）

自己負担
額（2割）

自己負担額
（3割）

身体 0・Ⅱ 179 1,990円 199円 398円 597円 生活 ２・Ⅱ 20分以上  45分未満 197 2,190円 219円 438円 657円

身体 0・夜朝・Ⅱ 224 2,490円 249円 498円 747円 生活 ３・Ⅱ 45分以上70分未満 242 2,691円 270円 539円 808円

身体 0・深夜・Ⅱ 270 3,002円 301円 601円 901円

身体 １・Ⅱ 268 2,980円 298円 596円 894円 ③(身体介護が中心の場合・2人対応）

身体 １ 夜朝・Ⅱ 336 3,736円 374円 748円 1,121円

身体 １ 深夜・Ⅱ 403 4,481円 449円 897円 1,345円

身体１生活１・Ⅱ 340 3,780円 378円 756円 1,134円 身体０・２人・Ⅱ 20分未満 359 3,992円 400円 799円 1,198円

身体１生活１ 夜朝・Ⅱ 425 4,726円 473円 946円 1,418円 身体１・２人・Ⅱ 20分以上 30分未満 537 5,971円 598円 1,195円 1,792円

身体１生活２・Ⅱ 411 4,570円 457円 914円 1,371円 身体２・２人・Ⅱ 30分以上 1時間未満 851 9,463円 947円 1,893円 2,839円

身体１生活２ 夜朝・Ⅱ 515 5,726円 573円 1,146円 1,718円

身体１生活３・Ⅱ 483 5,370円 537円 1,074円 1,611円

身体１生活３ 夜朝・Ⅱ 604 6,716円 672円 1,344円 2,015円 サービス内容 提供期間 単位数 利用基本料 1割 2割 ３割

身体 ２・Ⅱ 426 4,737円 474円 948円 1,422円 訪問型サービスⅠ 1,176 13,077円 1,308円 2,616円 3,924円

身体 ２ 夜朝・Ⅱ 532 5,915円 592円 1,183円 1,775円 訪問型サービスⅡ 2,349 26,120円 2,612円 5,224円 7,836円

身体 ２ 深夜・Ⅱ 639 7,105円 711円 1,421円 2,132円 訪問型サービスⅢ要支援2 3,727 41,444円 4,145円 8,289円 12,434円

身体２生活１・Ⅱ 497 5,526円 553円 1,106円 1,658円

身体２生活１ 夜朝・Ⅱ 622 6,916円 692円 1,384円 2,075円

身体２生活２・Ⅱ 569 6,327円 633円 1,266円 1,899円

身体２生活２ 夜朝・Ⅱ 711 7,906円 791円 1,582円 2,372円 サービス内容 提供期間 単位数 利用基本料 1割 2割 ３割

身体２生活３・Ⅱ 640 7,116円 712円 1,424円 2,135円 訪問介護初回加算※１ 初回のみ 200 2,224円 223円 445円 668円

身体２生活３ 夜朝・Ⅱ 801 8,907円 891円 1,782円 2,673円 緊急時訪問介護加算※２ 訪問毎 100 1,112円 112円 223円 334円

身体 ３・Ⅱ 624 6,938円 694円 1,388円 2,082円 介護職員処遇改善加算Ⅰ １か月につき

身体 ３ 夜朝・Ⅱ 780 8,673円 868円 1,735円 2,602円

身体３生活１・Ⅱ 695 7,728円 773円 1,546円 2,319円

身体３生活１ 夜朝・Ⅱ 869 9,663円 967円 1,933円 2,899円

身体３生活２・Ⅱ 767 8,529円 853円 1,706円 2,559円

身体３生活２ 夜朝・Ⅱ 958 10,652円 1,066円 2,131円 3,196円

◎その他の料金

実費　（車の場合片道1㎞30円）

≪　利用料金合計　≫　
（基本の単位数＋各加算の単位数） ×11.12円（地域加算）　=○○円（1円未満切り捨て）
○○円-（○○円×負担割合※（1円未満切り捨て））=自己負担額

※所得に応じて２割・３割負担となる場合があります。 ※負担割合は1割負担の場合0.9　2割負担の場合0.8　3割負担の場合0.7

※　当事業所は、特定事業所加算（Ⅱ）に該当する事業所であり、上記金額は10％の
加算額をいただいています。

ｂに引き続き生活援助を
20分以上45分未満

ｂに引き続き生活援助を
45分以上70分未満

◎その他の加算

ｂに引き続き生活援助を
70分以上

   1時間以上
   1時間30未満（ｃ）

（介護報酬総単位数×24.5％）※1単位未満の端数四捨五入×11.12

※１　初回または初回の属する月に、「サービス提供責任者が自らサービス提供」したか、「サービス提供責任者が他のスタッフのサービス提供に同
行」した場合に初回加算を算定させていただきます。

ｃに引き続き生活援助を
20分以上45分未満

※２　利用者または家族などから要請を受けて、介護支援専門員（ケアマネジャー）が当該サービス提供を「緊急に必要なもの」と判断し24時間以内に

身体介護中心型のサービス提供を行う場合に算定させていただきます。
ｃに引き続き生活援助を

45分以上70分未満

通常（横浜市青葉区・緑区・町田市成瀬1～3．成瀬台１～４）地域外交通費

aに引き続き生活援助を
20分以上45分未満

aに引き続き生活援助を
45分以上70分未満

aに引き続き生活援助を
70分以上

◎横浜市訪問介護相当サービス（事業対象者・要支援1・2の方）

     30分以上
 　  1時間未満（ｂ） 1ヶ月につき
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20分未満

20分以上
30分未満（a) サービス内容 提供時間 単位数

利用基本料
（10割）

自己負担
額（1割）

自己負担
額（2割）

自己負担額
（3割）

社会福祉法人若竹大寿会    訪問介護 わかたけ　


